令和６年４月改訂
天災・火災により発生した一般廃棄物の搬入及び
処理手数料の免除について

志摩市環境・ごみ対策課
鳥羽志勢広域連合環境課
　
　風水害、地震等の天災又は火災でり災した際に発生した一般廃棄物を志摩市の施設及び鳥羽志勢広域連合のやまだエコセンターに持ち込みを行う場合には事前に申請を行い、志摩市及び鳥羽志勢広域連合の承認を受けることによりごみ処理手数料が免除されます。
　ただし、搬入及び免除には事前に手続が必要ですので、り災した一般廃棄物を施設に搬入する際には、環境・ごみ対策課に連絡し、協議してください。

１．減免の対象について
　減免の対象は専用住宅、倉庫、アパート等です。減免の対象となる範囲は、り災に該当すると判断される部分とし、それ以外で解体業者の手が加わったものは一般廃棄物として引き取りは出来ません。また、事業用の建物は、減免の対象になりません。詳しくは環境・ごみ対策課にお問い合わせください。

２．手続について
　※やまだエコセンターのみに搬入する場合であっても、必ず環境・ごみ対策課を経由して手続きを行ってください。

（１）手続の流れ　（別紙１）
　①志摩市課税課又は消防署が発行するり災証明書又はり災届出証明を取得してください。
②り災ごみを搬入する場合、志摩市環境・ごみ対策課（72-3718）に連絡をしてください。日程調整後、申請者、志摩市及びやまだエコセンターの３者で現場立会を行います。なお、搬入予定の１週間前までには必ず連絡をしてください。

③立会当日に、り災証明書（写）を添付し、
一般廃棄物処理手数料減免申請書（別紙２）を鳥羽志勢広域連合へ。
一般廃棄物処理手数料減額・免除申請書（別紙３）を環境・ごみ対策課に提出してください。
④減免の承認後、鳥羽志勢広域連合から減免承認通知書を送付します。志摩市は、許可書等はありません

（２）連絡先・申請書提出先
　・志摩市　環境・ごみ対策課（大王清掃センター）
　　志摩市大王町波切2321番地 TEL：0599－72－3718
　・鳥羽志勢広域連合　やまだエコセンター
　　志摩市磯部町山田800番地　TEL：0599－56－0530

３．搬入方法等

（１）搬入できる一般廃棄物の種類について　
施設によって搬入できる廃棄物の種類等が異なります。廃棄物の搬入先は志摩市発行の「資源とごみの分け方・出し方」のパンフレット及び搬入基準（別紙４）に示しています。また、現地立会の際に説明もさせていただきます。

（主な搬入先の分類）
①もやせるごみ・・・やまだエコセンター
②もやせないごみ・・・やまだエコセンター
③ガラス・陶器類等・・・大王一般廃棄物最終処分場（大王清掃センター）
④資源ごみに該当するもの・・・やまだエコセンター
⑤粗大ごみ・・・やまだエコセンター
⑥その他（産業廃棄物等）施設で処理できないもの・・・産業廃棄物処理業者などへ処理を依頼してください。

（２）廃棄物の搬入基準について
　やまだエコセンターに搬入できる廃棄物の大きさ等は別添搬入基準（別紙　４）をご確認ください。搬入基準を超える大きさのもの、処理不適物については一切搬入できません。


（３）搬入時間について
　　施設により搬入できる時間、曜日が異なります。そのため、必ず事前に担当者と調整をしてください。なお、搬入する廃棄物の量によっては一度に搬入できない場合があります。

[bookmark: _GoBack]【大王一般廃棄物最終処分場（大王清掃センター）】　　
　　水曜日の午前8時30分から午後4時まで
または、日曜日の8時30分から正午まで
　　※ただし、祝日は休みです。また、年末年始は取扱いが異なります。
【鳥羽志勢広域連合　やまだエコセンター】
　　月曜日～金曜日及び日曜日の午前8時30分から午後4時まで
　　※ただし、年末年始は取扱いが異なります。
　

４．留意事項
・事前手続がされていない場合は、手数料を免除できません。
・処理手数料の免除を希望しない場合であっても、大量の廃棄物を搬入する場合には事前に協議をお願いします。
・搬入を業者に依頼する場合には、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者しか運搬できません。
・り災ごみを搬入する場合には、ごみの飛散・落下防止の措置を講じてください。
・り災ごみを搬入する１週間前に施設に連絡をしてください。
・予定していた搬入日、時間を変更する場合は、必ず施設に連絡してください。
・搬入に際しては、必ず施設職員の指示に従ってください。
・搬入ができない物が発見された場合には、持ち帰りを指示します。
・可能な限り分別を行ってください。分別が行われていない場合、搬入をお断りする場合があります。


別紙１

天災・火災等によるり災




市又は消防署で　　　　　　り災証明の取得





志摩市へ連絡
（現地立会の日程調整）





現地立会
減免申請書の提出







広域連合から減免承認通知




搬入日程の連絡





廃棄物の搬入






別紙2

様式第１号（第７条関係）

一般廃棄物処理手数料減免申請書

年　　月　　日

鳥羽志勢広域連合長　　　　　様


申請者　　住所又は所在
氏名又は名称　　　　　　　印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

鳥羽志勢広域連合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第７条第１項の規定により処理手数料の減免を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１．地区（市）

２．一般廃棄物の種類

３．搬入期間　　　　　　　　　年　　月　　日　　から　　　　年　　月　　日まで

４．申請の理由











別紙3

様式第2号(第10条関係)
	一般廃棄物処理手数料減額・免除申請書
　　年　　月　　日
　　志摩市長　　様
住所　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　印
　　志摩市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第10条の規定により、一般廃棄物処理手数料の減額・免除を下記のとおり申請します。
記

	　
	廃棄物の種類
	数量
	理由
	　

	
	　
	　
	　
	

	






別紙4

【やまだエコセンターの搬入基準】
　【搬入できるもの】
・木製の柱、梁、建具（長さ約１m×太さ約10cm以内）
　・じゅうたん
　・布団
　・カーテンなどの布類
　・机、椅子などの家具類
　・ソファ（スプリングの入っていないもの）
　・マットレス（スプリングの入っていないもの）
　・小型家電製品（掃除機、扇風機、電子レンジなど）
　・サッシなどの金属類
　　など
　※搬入できる粗大ごみの大きさの目安は幅1.2m、高さ2.0m、長さ1.0mです。

【搬入できないもの（処理不適物）】
　・産業廃棄物に該当するもの
・ガラス、陶磁器類
　・家電４品目
（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）
※損傷が激しくリサイクルに出来ないものは不燃ごみになります
　・消火器
　・土、汚泥、またはこれらが大量に付着しているもの
　・ガスボンベ
　・コンクリート
　・廃油
　・浴槽
　・鉄筋、鉄骨
　・ピアノ、オルガン
　　など

　※詳しくは搬入する前にお問い合わせください。


































